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■奈良町歴史的景観形成重点地区 景観形成基準 ■西の京歴史的景観形成重点地区、まちなか景観形成重点地区、沿道景観形成重点地区の景観形成 

基準（その１：建築物・工作物に関する事項１） 
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■西の京歴史的景観形成重点地区、まちなか景観形成重点地区、 ■西の京歴史的景観形成重点地区、まちなか景観形成重点地区、沿道景観形成重点地区の景観形成 

沿道景観形成重点地区の景観形成基準（その２：建築物・工作物に関する事項２） 基準（その３：開発行為・土地の形質の変更・物件の堆積） 
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■西の京歴史的景観形成重点地区、まちなか景観形成重点地区、 ■西の京歴史的景観形成重点地区、まちなか景観形成重点地区、 

沿道景観形成重点地区の景観形成基準（その４：屋外広告物に関する事項１） 沿道景観形成重点地区の景観形成基準（その５：屋外広告物に関する事項２） 
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＜区域図＞ 
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箕面市 （１）景観計画区域全域の届出対象行為に共通する行為の制限に関する事項 

○現状変更行為の制限 

対象項目 基準 
周辺環境との調和 １ 周辺景観の特徴や特性を読み取り、周辺からの見え方に十分配慮する。 

２ 地形の改変は必要 小限とする。特に斜面地にあっては、擁壁の高さは必要 小限に抑え、圧迫感のある垂直擁壁を避ける。 

３ 表面の仕上げの工夫や後退、のり面緑化など、現状変更行為や現状変更行為に伴う擁壁の無機質な印象や圧迫感を軽減するための配慮を施す。 

４ 敷き際を始めとする道路等公共空間から眺めることのできる箇所に、高木や生け垣を中心とした効果的な植栽を施す。植栽にあたっては、既存樹木の活用を図るほか、周辺に見られる樹種などに配慮する。 

 

○建築物等の新築等の制限 

対象項目 基準 
周辺景観への配慮 

 

１ 周辺景観との調和を図る、周辺のまちなみデザインを先導するなど周辺のまちなみに配慮したデザインを施す。 

２ 角地の建築物は、山なみを始めとする自然、交差点、広場、通りとの一体感に配慮し、デザインを工夫する。 

３ 高低差のある敷地、河川に隣接する敷地など特徴ある敷地に立地する建築物は、その特性を活かす工夫をする。 

配置も含めた形態・

意匠への工夫 

 

１ 外装材は良質で、周辺と調和を図る素材を用いる。また、時間の経過によって劣化しにくい素材、あるいは、時間とともに熟成する素材を用いる。冷たさを感じる素材、反射光のある素材

の多用を避ける。 

２ まとまりのある意匠を施すとともに、単調な外観を避け、まちなみに表情を与えるデザインを施す。また、圧迫感や威圧感を与える長大な壁面は、配置や形状、色彩、植栽等の工夫により

そのボリューム感を軽減する。 

３ 屋根や屋上工作物・塔屋は背景となる山なみや周辺のまちなみのスカイラインと調和したものとするため、形状や色彩に配慮する。 

低層部及び外構の

デザイン 
１ 歩行者の視線レベルにあることから、後退や植栽等により、通りに対するボリューム感の軽減を図り、潤いとゆとりのある空間を確保する。 

２ １階部分の形態、駐車場、空地などは、まちなみの連続感を出すように配置、デザインを工夫する。 

３ 駐車場、駐輪場、ゴミ置き場などの附属施設は、周辺景観を阻害しないように配置し、無機質な印象を和らげるためにデザインを工夫する。 

４ 敷き際を始めとする道路等公共空間から眺めることのできる箇所に、高木や生け垣を中心とした効果的な植栽を施す。植栽にあたっては、既存樹木の活用を図るほか、建築物のデザイ

ン、隣接敷地の植栽、周辺に見られる樹種などに配慮する。 

５ ストリ－トファニチュア、彫刻、モニュメントは、設置する空間の特性やまちなみに配慮した配置、デザインを行う。 

周辺環境との調和 

 

 

附帯設備等への工

夫 
１ 高置水槽、ク－ラ－の室外機など屋上、外壁に附帯する設備は、建築物本体と調和を図り、むき出しにならないような配置や構造、修景に配慮する。 

２ バルコニーなどは、洗濯物など景観を損なうものが外から見えにくく、また、鉢植えやフラワ－ポットなどバルコニーを飾るものを取り入れやすい構造となるように配慮する。 

工作物 デザイン １ 周辺景観の特徴や特性を理解し、周辺に圧迫感や違和感を与えない規模や配置、デザインとする。 

２ 素材は良質で、周辺と調和を図る素材を用いる。また、時間の経過によって劣化しにくい素材、あるいは、時間とともに熟成する素材を用いる。冷たさを感じる素材、反射光のある素材の

多用を避ける。 

３ 周囲や足元には緑化を施し、修景するとともに、潤いを創り出す。 

建築物等 色彩 １ 建築物等の外観の色彩は、素材の持つ質感や形態などを考慮するとともに、箕面市の緑豊かな景観を美しく引き立て、周辺のまちなみに調和する色とする。色数は、できるだけ少なくす

る。サブカラーは同一面の１／３以下とし、ベースカラーと類似調和する色調とする。※1 また、アクセントカラーは同一面の１／20 以下とする。 

２ 建築物の外壁及び工作物の表面の基調色（ベースカラー・サブカラー）として使用する色彩は、次に掲げる色彩とする。また、基準内であっても、周辺の自然やまちなみとの調和に配慮

し、落ち着いた色彩とする。 

① ＪＩＳ修正マンセル表色系（以下「マンセル値」という。）による色相がＹＲの場合は、彩度が４以下の色彩とする。 

② マンセル値による色相がＹ及びＲの場合は、彩度が３以下の色彩とする。 

③ マンセル値による色相がＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰの場合は、彩度が２以下の色彩とする。 

④ ベースカラーは、マンセル値による明度が６以上９以下の色彩とする。サブカラーは、明度が５以上９以下の色彩とする。※２ 

⑤ 府道箕面池田線、府道豊中亀岡線、府道箕面池田線、市道小野原中村線及び府道茨木能勢線に画された線から北に位置する区域では、原則としてベースカラー及びサブカラーとも

に、マンセル値による明度が６以上８以下の色彩とする。※３、※４ 

⑥ 無彩色にあっては、極端に高明度又は低明度の色を長大な壁面に使用する場合は、周囲の状況に応じて用い方を工夫するとともに、植栽等により柔らかさを出す工夫をする。 

３ アクセントカラーは、建築物及び工作物の外縁部を囲んだり、分散させるなどといった、周辺との連続性を分断し、ボリューム感を強調させるような使い方をしない。 
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①山なみ景観保全地区 ②都市景観形成地区  

 ア）今宮三丁目東急不動産開発地区  
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イ）箕面新都心地区  ウ）桜ヶ丘二丁目大正住宅博覧会地区  
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エ）彩都粟生地区  
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オ）外院二丁目地区  カ）小野原西地区  
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キ）箕面森町（水と緑の健康都市）地区  
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地域図 
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長岡京

市 

①大規模な行為の届出 

■建築物の景観形成基準 ■工作物の景観形成基準 
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■土地の形質の変更の景観形成基準 ■工作物の景観形成基準 

 

 

 

 

 

 

 

■物質の堆積の景観形成基準 

 
 
 
 
 

②大規模な行為以外の届出 

■建築物の景観形成基準  

 
 
 
 

 
 
 
                                                   ＜区域図＞ 
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西宮市 共通基準＜建築物の新築・増築・改築・移転＞ 共通基準＜工作物・道路・橋梁等の新設・増築・改築・移転＞ 

 
 
 
 
  共通基準＜建築物・工作物・道路・橋梁等の外観の変更＞ 

 
 
 
   
  区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




